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番号 質　問　事　項 回　答

1

掲載：様式第3号　実績調書　注意書き
地方公共団体の「総合計画」又は「地方版総合戦略策定支援業
務」について業務実績を記入することとあります。一方、別表
評価基準では「本業務と同種又は類似業務の受託実績を有してい
るか」となっております。様式第3号に記入する業務実績につい
てあらためてご教示ください。

「【様式第3号】業務実績」の注意書き部分「地方公共団体の総合計画又は地方版総合戦略策定支援業務
について業務実績を記入すること」は、「地方公共団体の地域公共交通計画策定業務又は公共交通利用
実態調査業務等について業務実績を記入すること」の記載誤りです。
業務実績につきましては、別表「評価基準」に記載のとおり、「本業務と同種又は類似業務」を評価対
象としておりますので、地域公共交通計画、交通再編、交通空白対策、公共交通利用実態調査、移動手
段確保に関する調査分析業務など、本業務と関連性のある実績を記載してください。
なお、「【様式第3号】業務実績（修正版）」を町ホームページに掲載いたしましたので、提出の際は新
しい様式をご使用ください。ただし、旧様式での提出も可能です。

2

実施要領6(2)エ 提出書類のうち「参加資格要件の(1)(2)(3)を証
明する書類」について、 (3)はどのような書類を提出すればよろ
しいでしょうか。また「法人登記事項証明書」はコピーの提出で
も差支えないでしょうか。

・実施要領6(2)エの「参加資格要件の(1)(2)(3)を証明する書類」は、「参加資格要件の(1)(2)を証明す
る書類」の記載誤りです。
本件においては、参加資格要件(1)および(2)に関する証明書類として、「【様式第3号】業務実績(修正
版）」をご提出ください。

・「法人登記事項証明書」は、原本（発行から3か月以内のもの）の提出をお願いしております。コピー
での提出は認められませんので、ご留意ください。

3

実施要領6(3)エ 提出書類のうち「2 見積書」と「3 見積書内
訳」は同一の書面でも差支えないでしょうか。また、「4 業務の
実施体制」は、再委託予定事業者の所属者も記載する必要があり
ますでしょうか。

・「2 見積書」と「3 見積書内訳」は、同一の書面にて作成していただいて差支えありません。

・再委託（協力会社を含む）を予定している場合は、責任の所在と業務分担を明確にするため、再委託
先の事業者名および当該業務に従事する担当者についても記載してください。その際、「氏名・所属・
役職等」の所属欄に、再委託先であることがわかるよう、「株式会社●●（再委託先）」と明記してく
ださい。
なお、記載項目が多く１枚に収まらない場合は、適宜行を追加して提出していただいて差し支えありま
せん。

4
実施要領6(4)プレゼンテーション審査は、再委託予定事業者を同
席させても差し支えないでしょうか。

差し支えありません。

5
仕様書5(2)住民アンケートについて、アンケート紙面及び封筒の
印刷費や郵送費も提案額に含める形でしょうか。

お見込みのとおりです。

6

仕様書5(4)乗降データの電子化・分析について、コミュニティバ
ス・乗合タクシー・路線バスの乗降データはそれぞれどのような
粒度でしょうか（例えば「人数を便別に記録しているが、乗降停
留所までは記録していない」等）。また、どの程度の期間を対象
としますでしょうか。

・乗降データの粒度は、下記のとおりです。
　コミュニティバス：便ごとに、乗車停留所、降車停留所の利用者数を記録（紙データ）。
　　　　　　　　　　詳細な発着地（OD）記録はなし（支払方法：現金のみ）。
　乗合タクシー　　：便ごとに、乗車エリア、降車場所、乗車人数、メーター代、利用者の性別・年代
　　　　　　　　　　を記録（Excelデータ）。
　路線バス　　　　：コミュニティバスと同様（Excelデータ）。

・季節により、利用者数が変動するため、令和７年度の１年間分のデータ分析を希望します。ただし、
対象期間の設定（どの期間のデータを活用し、どのように分析を行うか等）につきましては、提案事業
者の企画提案内容に基づき判断します。
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